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◇計画策定の趣旨◇ 

●本市では、市民や行政が一丸となった「子ども・子育て応援団」として、安心して子どもを産み

育てる環境が整備されたまちの実現に向け、平成 27年３月に「甲賀市子ども・子育て応援団支

援事業計画」を策定し、計画的な事業の推進に取り組んできました。 

●そうした中で、幼児教育・保育の無償化をはじめとした新たな国の制度や方針を踏まえつつ、近

年社会問題となっている児童虐待の防止や、貧困の連鎖の解消、本市の課題である待機児童の解

消など、これまでの取り組みをさらに強化し、すべての子どもを地域一丸となって支援していく

ために、「甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画」の第２期の計画を策定しました。 

 

◇計画の期間◇ 

●計画の期間は令和２（2020）年度～６（2024）年度の５年間とし、計画期間中においても必

要に応じて適宜見直し・更新を行います。 

 

西暦 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 

和暦 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

 

          

第１期 子ども・子育て応援団支援事業計画 第２期 子ども・子育て応援団支援事業計画 

          

 

◇計画の対象◇ 

●本市に居住するすべての子ども（０歳から 18 歳）、子育て家庭及びこれから出産や子育てを迎

える家庭に加え、地域で子育てを支える方や事業者等を対象とします。 

 

◇計画の策定体制◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民等のニーズ 

就学前・小学生児童 
保護者へのニーズ調査 

 

関係団体ヒアリング 

整理・分析 

施策の実施状況等 

評価・分析 

統計データ等の整理 

各種報告 

 

甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画策定検討委員会 

子ども・子育て支援策及び子ども・ 

子育て支援事業計画の協議及び検討 

庁内組織 

甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画庁内検討委員会 

市民意向の反映 現況把握 

甲賀市子ども・子育て応援団会議 

各種報告 

 

必要な事項及び関係する施策の 

実施状況等を審議 
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◇基本理念◇ 

●本計画は、「甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画」の第２期の計画であり、第１期の取組を

さらに発展させる後継計画的な性格を有するものであることから、基本理念を発展的に継承する

こととし、本市における子ども・子育て支援の基本理念を次のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子育ての第一義的な責任は保護者にあるという考え方を基本としつつ、第

１期甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画で掲げた基本理念を引き継ぎ、

輝く未来と無限の可能性をもつ子どもたちが、しなやかで・心豊かに・たく

ましく育つことを第一に願い、市民、団体、事業者等の多様な主体と行政が

協働・連携しながら、“オール甲賀”で、妊娠、出産期から切れ目のない子ど

も・子育てを応援する「子ども・子育て応援団」のまちとしての基本理念を

掲げます。 

【基本理念】 

みんなが参加し 広がるきずなで  

子ども・子育てを“オール甲賀”で応援するまち 

あい甲賀 
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◇施策の体系◇ 

●本計画の基本理念と、その実現に向けた基本方針とこれに基づく施策について、次に体系図とし

て示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 基本施策 

１ ニーズに応じた子育て支援の提

供 

（１）質の高い教育・保育 

（２）ニーズに応じた子ども・子育て支援 

（３）情報提供や相談体制の整備 

２ 身近な地域での子育て支援 

（１）地域の子ども・子育てを応援する活動の支援 

（２）市民、地域及び企業等の協働・連携による子育て

支援 

３ 家庭における子育て力の向上 

（１）子どもの権利や利益を守るための支援 

（２）ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発 

（３）男女共同参画の推進 

（４）家庭の育児力や教育力の強化 

４ 特別な配慮等を要する子どもや

保護者への支援 

（１）障がいのある子どもや特別な支援が必要な子ど

もへの支援 

（２）ひとり親家庭への支援 

（３）外国人の子どもやその家庭への支援 

（４）子育て家庭の経済的負担等の軽減 

５ すべての子どもと子育て家庭を

支える環境整備 

（１）母親や子どもの健康の確保 

（２）小児医療・保健の充実 

（３）子どもの学習機会の充実 

（４）安心・安全な子育て環境の整備 

 

 

みんなが参加し 広がるきずなで  

子ども・子育てを“オール甲賀”で応援するまち あい甲賀 

基本理念 

 

「家庭」「市民・地域」「各種団体」「企業」「学校・園」「市」の役割 

「あい甲賀 子ども・子育て応援団」協働指針 

計画の推進 

教育・保育及び地域子ども子育て支援事業の提供体制の確保 
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◇教育・保育及び地域子ども子育て支援事業の提供体制の確保◇ 

 

 

●本市の将来の子ども人口は今後も減少することが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

●教育・保育施設や地域の子育て支援等を計画的に整備、推進するため、本市では日常的な生活利

便性を確保する生活圏域としてのまとまりがある次の５つの区域を「教育・保育提供区域」とし

て設定します。 

 

 

 

【量の見込みの考え方】 

●「幼児期の教育・保育の量の見込み（認定区分ごとの認定者数の見込み）」は、将来の子ども人口

に、教育・保育の認定の平成 27年度からの実績に基づく認定率を乗じて算出しています。 

※ニーズ調査における保護者の就労意向に基づく潜在的保育ニーズも加味するとともに、2・3 号

認定については、令和元年度における令和２年度の申し込み状況を勘案し、一部調整しています。 

 

＜参考：認定区分の概要＞ 

認定区分 対象となる子ども 教育・保育提供施設 

1号認定 3歳児から5歳児 
学校教育を希望 

（保育を必要としない） 

幼稚園 

認定こども園（短時部） 

2号認定 3歳児から5歳児 
保護者の就労等で保育を必

要とする 

保育園 

認定こども園（長時部） 

3号認定 0歳児から2歳児 
保護者の就労等で保育を必

要とする 

保育園 

認定こども園（長時部） 

将来の子どもの人口 

教育・保育提供区域 

教育・保育の量の見込みと確保内容 

※実績は住民基本台帳（各年４月１日現在） 

4,628 4,506 4,486 4,385 4,267 4,174 4,090 4,053 3,989 3,947 

5,276 5,136 5,027 4,976 4,951 4,875 4,774 4,662 4,611 4,502 

2,868 2,862 2,796 2,678 2,623 2,603 2,603 2,565 2,477 2,407 

2,985 2,951 2,907 2,862 2,848 2,790 2,680 2,614 2,595 2,596 

15,757 15,455 15,216 14,901 14,689 14,442 14,147 13,894 13,672 13,452 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2015年

(H27)

2016年

(H28)

2017年

(H29)

2018年

(H30)

2019年

(H31)

2020年

(R2)

2021年

(R3)

2022年

(R4)

2023年

(R5)

2024年

(R6)

実 績 推 計

高校生

（15～17歳）

中学生

（12～14歳）

小学生

（6～11歳）

就学前

（0～5歳）

（人）

「水口区域」、「土山区域」、「甲賀区域」、「甲南区域」及び「信楽区域」 
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【提供体制・確保方策の考え方】 

●水口区域および甲南区域においては保育ニーズが高くなっており、幼保再編計画に基づき、地域

内の提供量を見直しつつ確保していきます。 

●土山区域においては、全体的に利用人数が減ることが想定されますが、提供量を一定確保してい

きます。 

●甲賀区域および信楽区域においては、１号と２号の割合を見直しつつ、提供量を確保していきま

す。 

 

【幼児期の学校教育・保育の量の見込みと確保の内容及び時期】 

①１号認定 

 

 

 

 

 

②２号認定 

 

 

 

 

 

③３号認定（０歳児） 

 

 

 

 

 

 

 

④３号認定（１・２歳児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1,608 1,571 1,601 1,610 1,631

1,651 1,628 1,614 1,628 1,669

43 57 13 18 38②-①

単位：人

①量の見込み

②確保の内容

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

42 43 44 46 47

174 183 190 190 211

保育園、認定こども園 158 158 156 156 161

地域型保育等 16 25 34 34 50

132 140 146 144 164

②確保の内容

②-①

単位：人

①量の見込み

内
訳

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

666 730 767 815 860

786 829 892 888 895

保育園、認定こども園 740 773 826 822 814

地域型保育等 46 56 66 66 81

120 99 125 73 35②-①

内
訳

単位：人

①量の見込み

②確保の内容

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

507 481 475 456 438

633 548 581 563 549

126 67 106 107 111

単位：人

①量の見込み

②確保の内容

②-①
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●すべての子育て家庭を支援するため、地域で様々な子育て支援事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保内容 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

基本型・特定型 5 5 5 5 5

母子保健型 5 5 5 5 5

人日 549 561 578 593 611

実人数 人日 549 561 578 593 611

施設数 箇所 6 6 6 6 6

人日 0 0 0 0 0

小学１～３年生 人 916 908 858 838 812

小学４～６年生 人 327 324 329 322 318

合　計 人 1,243 1,232 1,187 1,160 1,130

②確保方策 登録児童数 人 1,243 1,232 1,187 1,160 1,130

人 0 0 0 0 0

人日 12 12 12 12 12

人日 12 12 12 12 12

人日 0 0 0 0 0

人 641 632 620 605 594

人 641 632 620 605 594

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

訪問世帯 世帯 16 16 16 15 15

訪問回数 回 163 159 158 156 154

②確保方策 訪問回数 回 163 159 158 156 154

（７）地域子育て支援拠点事業 箇所 6 6 6 6 6

人 20,876 19,422 19,140 18,336 17,620

実人数 人 20,876 19,422 19,140 18,336 17,620

施設数 箇所 8 8 8 8 8

人 0 0 0 0 0

人 3,123 2,982 2,764 2,564 2,370

実人数 人 3,123 2,982 2,764 2,564 2,370

施設数 箇所 10 10 10 10 10

人 0 0 0 0 0

①量の見込み 病児・病後児保育 人 104 103 102 101 101

人 104 103 102 101 101

箇所 2 2 2 2 2

病児保育（体調不良型） 箇所 10 10 10 10 10

人 0 0 0 0 0

人 345 350 355 360 365

人 345 350 355 360 365

人 0 0 0 0 0

受診券配布人数 人 700 690 680 670 660

受診件数 件 7,840 7,728 7,616 7,504 7,392

②確保方策 受診券配布人数 人 700 690 680 670 660

（10）子育て援助活動支援事業
　　（ファミリー・サポート・
　　　センター事業）

①量の見込み

②確保方策

②-①

（11）妊婦健康診査事業
　　（妊婦健康診査事業）

①量の見込み

（８）-②一時預かり事業
　　　（幼稚園以外）

①量の見込み

②確保方策

②-①

（９）病児保育事業
　　（病後児保育事業・
　　　体調不良型事業）

②確保方策

②-①

病児・病後児保育

確保方策

（８）-①一時預かり事業
　　（幼稚園での預かり保育）

①量の見込み

②確保方策

②-①

（６）養育支援訪問事業等
　　（児支援家庭訪問事業、
　　　子ども家庭支援ネット
　　　ワーク協議会）

①量の見込み

（５）乳児家庭全戸訪問事業

①量の見込み

②確保方策

訪問率

（２）時間外保育事業 ②確保方策

（３）放課後健全育成事業
　　（児童クラブ事業）

①量の見込み

実施時期
事業名

箇所

単　位

（１）利用者支援事業 確保方策

（４）子育て短期支援事業

①量の見込み

②確保方策

②-①

②-①

①量の見込み

②-①
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◇成果指標◇ 

●本市で子どもを産み、子育ての楽しさを実感できるまちとなるための、めざすべき成果指標を次

のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇計画の推進体制◇ 

●「あい甲賀 子ども・子育て応援団」協働指針に基づき、家庭をはじめ、市民・地域、各種団体、

学校、園、企業及び実施主体となる市との協働と連携により推進します。 

●児童虐待防止対策、ひとり親家庭の自立支援及び障がい児など特別な支援を必要とする子どもに

対する施策等については、専門的な知識や技術を持つ関係団体との連携により推進します。 

 

◇達成状況の点検・評価◇ 

●本計画の確実な推進と保護者のニー

ズに対応した子ども・子育て支援を実

施するため、明確な PDCA サイクル

のもとに、年度ごとに計画に掲げる施

策や事業の実施状況及び成果を把握

し、子どもの保護者や関係団体の代表

等で構成する甲賀市子ども・子育て応

援団会議で点検・評価・検証を行いま

す。点検・評価の結果は、市民に公表

し、必要に応じて計画の見直しを行い

ます。 

 
第２期 甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画 概要版（令和２年３月） 

発 行：甲賀市 

編 集：甲賀市 こども政策部子育て政策課 

住 所：〒528-8502 滋賀県甲賀市水口町水口 6053番地 

T E L：0748-65-0650（代表） ／ F A X：0748-63-4086 

30.3％ 
（令和元年度） 

 

62.8％へ 

（令和６年度） 

 

市民の 

満足度を 

【指標 ①】「子ども・子育て」に関する市民の満足度 

1.44 
（平成 29 年度） 

 

1.64へ 

（令和６年度） 

 

合計特殊 

出生率を 

【指標 ②】合計特殊出生率 

PDCAサイクルによる年度ごとの施策展開の仕組み

市政に関する意識調査

結果

施策・事業の実施

進捗・成果

評価・検証

庁内検討委員会等

子ども・子育て応援団会議

家庭、地域、団体、企業、市等

施
策
・
事
業
の
展
開→

市民への公表


